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 東京都障害者（児）短期入所事業取扱要領 新旧対照表 

（下線部が改正部分） 

改正後（新） 改正前（旧） 

東京都障害者（児）短期入所事業取扱要領 

 

２２福保障自第１６１８号 

平成２３年３月１６日 

 

改正 ６福祉障地第２号 

令和６年 月 日 

 

 

第１条 （現行のとおり） 

 

（補助対象事業） 

第２条 

    この補助金は、次の事業（以下「補助事業」という。）を交付の対象と

する。 

（１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第２９条第１項の規定

に基づき、区市町村が支給する指定障害福祉サービス等（法第５条第

８項に規定する短期入所（以下「短期入所」という。）に限る。）に

要する費用 

（２） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項、知

的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４及び児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の６に基づき、区市町村

が行う措置（うち短期入所に限る。） 

 

第３条～第５条 （現行のとおり） 

 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 

東京都障害者（児）短期入所事業取扱要領 

 

２２福保障自第１６１８号 

平成２３年３月１６日 

 

改正 ５福保障地第４１４号 

令和５年 ７月 １日 

 

 

第１条 （略） 

 

（補助対象事業） 

第２条 

    この補助金は、次の事業（以下「補助事業」という。）を交付の対象とす

る。 

（３） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第２９条第１項の規定

に基づき、区市町村が支給する指定障害福祉サービス等（法第５条第

８項に規定する短期入所（以下「短期入所」という。）に限る。）に

要する費用 

（４） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項、知

的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４第１項及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の６第１項に基づ

き、区市町村が行う措置（うち短期入所に限る。） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 
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附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成３０年４月１日から適用する。  

ただし、第５条については、平成３３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年１２月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年７月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成３０年４月１日から適用する。  

ただし、第５条については、平成３３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年１２月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年７月１日から適用する。 
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別表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表  
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別紙 （現行のとおり） 

 

別記様式第 1号様式 （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 （略） 

 

別記様式第 1号様式 （略） 

  


